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災害時の被災者支援制度と
り災証明の認定等について

日弁連災害復興支援委員会 副委員長
関東弁護士会連合会 災害対策委員
静岡県弁護士会 災害対策委員

弁護士・防災士 永野 海

※本資料内のイラストの一部はイラスト協議会さまの作成によります

2021年（令和3年）7月9日



被災したあとにまずは知ってほしい
➒つの大切な知識

全壊・大規模半壊の場合は？

中規模半壊・半壊の場合は？

（５分間休憩）

準半壊・一部損壊の場合は？

り災証明の認定の仕方とポイント
2

説明会の進行 ＊配分時間は目安です

１９：１０

１９：３０

１９：５５

２０：１０

２０：２５

２０：３０

２０：１５
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大切な知識❶ 今回の災害で紛失したものがあっても大丈夫です
（決して危険な場所に探しにいったりしないでください）

預金通帳・印鑑・証書・不動産の権利証
を失ってしまった

情報提供協力：岡本正弁護士、鹿瀬島正剛弁護士など

・失くしても預金や権利を失うこ
とはありません。

・通帳がなくても出金もできます
ので各銀行に問合せてくださ
い。

●金融上の措置 https://www.boj.or.jp/announcements/release_2021/rel210705d.pdf
●たとえば静岡銀行 https://www.shizuokabank.co.jp/notice/detail/5068

免許証など本人確認書類を失ってしまった
・住民票は、何らかの方法で本
人確認がとれれば交付を受け
られます。

・運転免許証は運転免許セン
ターや各警察署で再発行の相
談をしてください。

健康保険証を失ってしまった
・保険証を提示しなくても、病院
の受診が可能です。また、介
護サービスを受けることがで
きます。

・医療機関などにご相談くださ
い。

保険証券がなくて保険内容がわからない

特別措置や保険会社が不明なときの
問い合わせ窓口があります。
●日本損害保険協会 ☎0120-501-331

https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2021/2107_001.html
●外国損害保険協会 https://www.fnlia.gr.jp/
●生命保険協会

https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210705_1.html

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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大切な知識❷ 支払いの不安・当面のお金の不安に対しては？
（大きな災害時の特例措置がいくつもあります）

公共料金や携帯会社の支援措置など
・携帯各社は、被災者向けのさま
ざまなサービスや無料化措置
をとっています。確認しましょう。

・公共料金についても契約先の
情報をネットで確認を。

●ドコモ https://www.nttdocomo.co.jp/.../detail/20210703_00_m.html
●KDDI（au） https://disaster.kddi.com/disaster/2021/310/
●ソフトバンク https://www.softbank.jp/disaster/202107_01/

当面の生活費に困っている
緊急小口資金など社会福祉協
議会の生活福祉資金の貸付制
度が複数ありますし、自治体に
も母子父子寡婦福祉資金貸付
制度などがあります。

税金の支払いが大変です

自然災害によって家屋やお墓な
どに被害を受けた場合には、所
得税の軽減や免除を受けられる
雑損控除などの制度もあります。
税務署などにご相談を。

被害を受けた住宅にはまだ住宅ローンが…

今回の災害で住宅ローンなど個人
のローン返済が難しくなった人は、
被災ローン減免制度により、ローン
の減額、免除を受けられる可能性が
あります。

情報提供協力：岡本正弁護士など
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大切な知識❸ 日本には知られていないたくさんの支援制度がある
（被災者支援チェックリストで眺めてみましょう）

最新版は、
「被災者支援チェックリスト
弁護士永野海」

で検索して、
ダウンロードしてください

事業者向けの支援制度も記載し
ています
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大切な知識❹ 特に覚えてほしい９つの災害時の制度
（被災者支援カードも少しみてみましょう）

「被災者支援カード 弁護士永野海」
で検索して、ダウンロードして下さい

ハサミで切って折りたたむとカードになりま
す



住宅の被災 避難所での生活
（無料）

市営住宅・県営住宅など

直
後

そ
の
後

大切な知識❺公的な支援を活用する場合の生活・住宅の再建までの流れ
（たとえば熱海市のような土石流被害をイメージ）

7

数日から数か月
（次の生活場所が決まるまで）

仮設住宅（建てたり民間
物件を借りたり）

入居後原則最長２年
（仮設住宅の場合）

支援金・義援金など
も活用して住宅を

確保する

災害公営住宅など
に入居する

ホテル型避難所

一般的な避難所 建設型 借上型
トレーラー
ハウス等

家の建築 マンションなど

そ
の
後
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大切な知識❻ 支援制度を最大限活用して生活・住宅を再建する
（お金の負担を少しでも減らす）

手元のお金に
（保険金も）

さまざまな支援制度を足して

支援金・義援金 建物修理の補助

仮設住宅の入居

自治体独自の支援

無料で建物の解体・撤去

ローンの減額・免除

不足するお金は災害時の
特別の借入制度も検討

＋ ＋

制度を知らないと
支援の申請もできません
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市町村に発行申請

市町村による被害調査

建物の壊れ具合の点数で決まる

↓再調査などもしてもらえる

大切な知識❼ 支援制度の多くは、り災証明書と結びついている
（り災証明書を申請することがスタート）

１００点満点

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊

半壊 準半壊 一部損壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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参考 り災証明の調査（住家被害認定調査）は迅速に行う工夫もできる
（過去の甚大な被害の場所で行われた様々な工夫）資料出典：内閣府防災情報のページhttp://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/180712sankosiryo.pdf

航空写真による判定

倒壊・流失建物の外観による判定

基礎損傷や土砂堆積時の簡易判定

浸水深やエリア一括での判定
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大切な知識❽ り災証明書の区分と受けられる支援の関係を知る
（被災者支援カードの裏面も少しみてみましょう）

「被災者支援カード 弁護士永野海」で検
索して、

ダウンロードしてください



災害救助法の
障害物の除去

（内閣府）

堆積土砂
排除事業

（国交省）

災害廃棄物
処理事業

（環境省）

純粋な土砂は がれき混じりの土砂は
日常生活上
不可欠な場所は

12

大切な知識❾ 土石流の土砂・がれきの撤去もあせらないでください
（今後進んでいきます） 参考：国土交通省「宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド」

●西日本豪雨の広島市

５日後に、市から、氾濫などで
流木・岩石が混じった土砂が
堆積した地区は、民有地内で
も市が撤去すると宣言。

宅地と農地が渾然一体の場
合には農地の土砂も撤去する
とも。

●台風１９号の丸森町

約１か月後の発表。

同じく流木や岩石が混じった
土砂が堆積した宅地について、
撤去困難なら、町が代わりに
撤去する。ただし、家屋内や
床下の土砂は対象外とのこと。

●西日本豪雨の呉市

２ヶ月後の案内文書では

宅地内に堆積した土砂混じり
がれきについて、人力で撤去
困難なら市が撤去すると説明
しています。ただし機械で撤
去できる範囲しかできない、と
いう内容。

過
去
の
災
害
時
の
処
理
例



・あとから費用を償還（自治体が負担）してくれる場合があります。

・それに備え、撤去前と撤去後のたくさんの写真や動画を残しておきましょう。
また、撤去費用の領収書や、撤去工事の費用の明細もなるべく詳しいものを。

・ただし、撤去費用の全てを自治体が払ってくれるとは限りません。

●意外に？償還が認められた例

・重機を借りて自分で撤去した場合の、
重機のレンタル料

●償還が認められなかった例

・知人や友人、ボランティアに除去してもらった日
当やお礼

・土砂撤去のために購入した重機の費用
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参考 土砂を自ら撤去した場合、あとから費用をもらえるか？



被災したあとにまずは知ってほしい
➒つの大切な知識

全壊・大規模半壊の場合は？

中規模半壊・半壊の場合は？

（５分間休憩）

準半壊・一部損壊の場合は？

り災証明の認定の仕方とポイント
14

説明会の進行 ＊配分時間は目安です

１９：１０

１９：３０

１９：５５

２０：１０

２０：２５

２０：３０

２０：１５



全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下

15

借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度❶
（利用する可能性のある支援や制度の一例）

お金に関する支援・制度 住まいに関する支援・制度 借入に関する支援・制度

ｐ30

ｐ16 ｐ17 Ｐ18～20

ｐ21

ｐ28

Ｐ31,32
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借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度❷
（被災者生活再建支援金）

表の出典：「水害にあったときに」
（震災がつなぐ全国ネットワーク）

「水害にあったときに」で検索すると、チラシ
や冊子が無料でダウンロードできます

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度❸
（公費解体制度）

申請期限に焦らされず、
本当に解体すべきか、
慎重に検討しよう！

最近の大規模災害では、
半壊以上の建物は、
公費解体で、建物を
無償で解体・撤去して
くれることが多いです

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度❹
（住宅金融支援機構のリバースモーゲージ型融資❶）＊
＊災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度❹
（住宅金融支援機構のリバースモーゲージ型融資❷）

※詳しい内容は、住宅金融支援機構災害専用ダイヤル 0120-086-353（通話無料）まで

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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無料

住宅金融支援機構からご提供を受け
たチラシを掲載しておきます

上記機構のホームページなどでも情
報をチェックしてください

住宅金融支援機構の災害復興住宅
融資は、り災証明をお持ちの方は、ど
なたでもご相談可能です

全壊・大規模半壊と支援制度❹
（住宅金融支援機構のリバースモーゲージ型融資➌）

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

全壊・大規模半壊と支援制度➎
（被災ローン減免制度※） ご相談は弁護士会に

預貯金５００万円に加えて、
もらった支援金、弔慰金や義

援金
などを手元に残せる

ブラックリストに載らないの
で、再度借入の可能性！

保証人にも請求がいかない
（原則）

住宅ローンだけでなく、災害救助法が適用された自然災害に
よって払えなくなった個人のローンが広く対象です

被災ローン減免制度
を利用すると？？ 選択の例 ❶

自宅は手放して
ローン０から再出発

選択の例 ❷
土地を残して同じ場所に再
築したいなら、土地の評価
分だけを分割で支払って、

残りのローンは免除

自宅が全半壊したの
に住宅ローンが残っ
ていたり、今回の災
害で個人のローンの
支払いが難しくなっ
てしまった方

※正式名称 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



被災したあとにまずは知ってほしい
➒つの大切な知識

全壊・大規模半壊の場合は？

中規模半壊・半壊の場合は？

（５分間休憩）

準半壊・一部損壊の場合は？

り災証明の認定の仕方とポイント
22

説明会の進行 ＊配分時間は目安です

１９：１０

１９：３０

１９：５５

２０：１０

２０：２５

２０：３０

２０：１５



23

借り入れ

中規模半壊・半壊と支援制度❶
（利用する可能性のある支援や制度の一例）

お金に関する支援・制度 住まいに関する支援・制度 借入に関する支援・制度

ｐ30

ｐ17

Ｐ18～20

ｐ21

ｐ24
ｐ25

ｐ28

Ｐ31,32

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

中規模半壊・半壊と支援制度❷
（応急修理制度と仮設住宅の入居制約の関係）

応急修理
制度が
使える人

全 壊

大規模半壊

中規模半壊

半 壊

準 半 壊

一部損壊

５９万５０００円

３０万円

使
う
と

応急修理制度を使うと、修理が
終わったあとや、一定の期間経
過後などは、仮設住宅には入れ

なくなります

修理の際に
受けられる
補助の金額

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



25

借り入れ無料

中規模半壊・半壊と支援制度❸
（半壊をやむを得ず解体したり、長期避難世帯に
指定されると「全壊」と同じ扱いを受けられる）

解体すると通常大きな費用がかかります
が、半壊以上の建物は、公費解体で、無
償で解体・撤去してもらえる可能性がある
ので、

半壊 ＋ 解体 ＝ 全壊になる

は現実的な選択肢になります

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



被災したあとにまずは知ってほしい
➒つの大切な知識

全壊・大規模半壊の場合は？

中規模半壊・半壊の場合は？

（５分間休憩）

準半壊・一部損壊の場合は？

り災証明の認定の仕方とポイント
26

説明会の進行 ＊配分時間は目安です

１９：１０

１９：３０

１９：５５

２０：１０

２０：２５

２０：３０

２０：１５
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借り入れ無料

準半壊と支援制度❶
（利用する可能性のある支援や制度の一例）

お金に関する支援・制度 住まいに関する支援・制度 借入に関する支援・制度

準半壊ではもともと仮
設住宅に入れないの
で、仮設住宅の入居
に制約がでることは
心配いりません

ｐ30

Ｐ18～20

ｐ21

ｐ24

ｐ28

Ｐ31,32

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



災害で負傷したり、家や家財の被害を受けた場合の特別の貸付制度

貸付金額 最大 ３５０万円
利息 当初３年は無利子 その後金利３％など（条例で変更可能）
据置期間 ３年（全壊の場合など５年に延長される例もあり）
返済期間 １０年（据置期間を含む）
所得制限 あり 連帯保証人 必要（不要な場合もあり。要確認）

28

水害の準半壊などは水没
で家財を失うのでこれに
該当する人がでてきます

熊本地震の際の熊本市資料から引用

準半壊と支援制度❷
（国の制度 災害援護資金貸付）

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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借り入れ無料

一部損壊（準半壊に至らない）と支援制度❶
（利用する可能性のある支援や制度の一例）

お金に関する支援・制度 住まいに関する支援・制度 借入に関する支援・制度

ｐ30

Ｐ18～20 ｐ21
Ｐ31,32

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下

住宅の火災
保険に加入
しているか

30

水災補償が
含まれて
いるか

・損害割合が保険対象
（建物または家財）
の時価もしくは再調
達価額（同等の物を
新たに建築、あるい
は購入するのに必要
な金額）の30％以上

・または床上浸水、
または地盤面より
45cmを超える浸水

損害額の
全部を補償
する内容に
なって
いるか

・床上浸水の場合で、損害割合が15％未満のときは、
保険金額の5％

・床上浸水の場合で、損害割合が15％～30％未満の
ときは、保険金額の10％

・損害割合が30％以上のときは、損害額（または保
険金額）の70％

保険金額が減額される内容又は特約の例一部損壊（準半壊に至らない）と支援制度❷
（火災保険（水災）の確認フロー）
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・家の修理費用
・家財の損害額
（金額の推定規定あり）

↑次ページ

・お墓の修理費用など

災害による損害 もらえた保険金から をひく

この金額が、その年の所得の１０パーセントを超えていたら、
その超えた分、所得を控除してもらえる（＝税金が安くなる）

一部損壊（準半壊に至らない）と支援制度❸
（難しくないです 雑損控除による所得税減免）

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下



「国税庁 雑損控除」で検索 32

この家財の損害額推
定規定が非常に大き
い

一部損壊（準半壊に至らない）と支援制度❹
（雑損控除の際の家財金額の推定規定）

全壊
大規模
半壊

中規模
半壊 半壊 準半壊 一部損

壊

50
以上

40～49 30～39 20～29 10～19 9以下
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参考 今後の生活・住宅再建について支援制度のカードをおいて考えてみる
（被災者生活再建カードの活用）

「被災者生活再建カード 弁護士永野海」で検索して、ダウンロードしてください
カードをおく台紙も含めてダウンロードできます



被災したあとにまずは知ってほしい
➒つの大切な知識

全壊・大規模半壊の場合は？

中規模半壊・半壊の場合は？

（５分間休憩）

準半壊・一部損壊の場合は？

り災証明の認定の仕方とポイント
34

説明会の進行 ＊配分時間は目安です

１９：１０

１９：３０

１９：５５

２０：１０

２０：２５

２０：３０

２０：１５



建物への浸水
＋

「外力※」による建
物の損傷がある？

※津波、越流、堤防決壊などの
水流や泥流、瓦礫等の衝突など

YES

NO
（内水氾濫の
ときなど）

「水害にあったときに」から引用

右の「第一次
調査」を最初
に使って判断

右の「第二次調
査」で、具体的な
損害の程度から判
断

１００点満点
の「壊れ度テ
スト」で、点
数を積み重ね
ていく

片づけたり、痕跡が
消えてしまう前に、
あらゆる場所を
写真・動画で撮
影

窓、サッシ、戸、ふすま、障子な
ど

水回り、ベランダ、システムキッ
チン、洗面台、便器、お風呂など内閣府防災情報のページ

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203shoumei.pdf

水害の場合の罹災証明の調査方
法（木造・プレハブ・２階建）

35
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参考資料

説明会では省略しますがご関心ある部分をお読みください



熱海市伊豆山地区にも関係する可能性がある「長期避難世帯」ってどんなもの？❶
（長期避難世帯に指定されると被災者生活再建支援法で全壊と同じ扱いに）

37

① 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその
他の事由により、

② その居住する住宅が居住不能のものとなり、
③ かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

被災者生活再建支援法第２条２号ハ
都道府県が世帯
認定します。

出典：南阿蘇村「平成２８年熊本地震からの復興 立野・立野駅・新所区住民説明会」資料

これだけみると、避難指示等の
発令や、二次災害の危険が長
期避難世帯の認定に不可欠な
ようにもみえますが・・・
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内閣府防災担当平成２３年４月１２日付事務連絡「東日本大震災に係る被災者生活
再建支援金の支給手続の迅速化等について」

（ライフライン喪失の場合でも長期避難世帯に認定できること、個別の調
査により認定することもできることが記載）

東日本大震災における宮城県知事による長期避難世帯の認定に関する公告

（個別番地による指定がなされている）

熱海市伊豆山地区にも関係する可能性がある「長期避難世帯」ってどんなもの？❷
（長期避難世帯に指定されると被災者生活再建支援法で全壊と同じ扱いに）



浸水深テストではなく、１００点満点の壊れ
度テストが適用
（参照 http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203shishin_3.pdf ）

調査
方法

窓、サッシ、戸、ふすま、障子など

水回り、ベランダ、システムキッチン、
洗面台、便器、お風呂など

参照 http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203shishin_all.pdf 39

（原則）
１棟全体で判定
（例外）
浸水した住戸と浸水していない住戸のように、
住戸間で明らかに被害程度が異なる部位（天井、内壁、
建具、床、設備）がある住戸は、被害の大きい住戸につい
ては、住戸ごとに判定可能です。
（例外の具体例）
マンションの１階部分だけが２ｍ浸水している
当該１階の住戸のみ第二次調査（１００点満点損壊テス
ト）をする

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203shishin_all.pdf

実際
は？

右の１００点満点の配点表のとおり、木造住宅の
場合と異なり、マンションなどでは、
柱だけで５０％も配点されてしまっている。

↓

損壊がありそうな黄色枠部分を全て合計しても４０
点なので、半壊（２０点以上）は目指せても、大規
模半壊（４０点以上）を狙うのはかなり難しい

マンションの水害に対する住家被害認定（り災証明調査）の流れ
（一軒家の場合とは異なる）

about:blank
about:blank
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静岡県弁護士会の取り組み
※今後も支援活動を継続して参りますので
静岡県弁護士会のHPを定期的にご確認ください
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